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目

次

規

則

○
青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

…

�

○
青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

並
行
在
来
線

対

策

室)

…

�

訓

令

○
青
森
県
鉄
道
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令(

並
行
在
来
線

対

策

室)

…

�

告

示

○
救
急
診
療
所
の
廃
止

(
医
療
薬
務
課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(
高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出

(

同

)
…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
居
宅
介
護
支
援

事
業
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退

(

同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

障
害
福
祉
課)

…

�

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定

(

同

)

…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
就
任

(

東
青
地
域

県

民

局)

…

�

規

則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
一
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二

削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
二
号

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
四
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七
十
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

青
森
県
鉄
道
管
理
事
務
所
の
所
長(

以
下｢

鉄
道
管
理
事
務
所
長｣

と
い
う
。)

を
経
由
し
て｣

を
削
る
。

第
四
条
第
四
項
中

｢
本
庁
の
並
行
在
来
線
に
係
る
業
務
を
担
当
す
る
職
員
及
び
青
森
県
鉄
道
管
理

事
務
所
の
職
員
の
人
件
費
並
び
に
青
森
県
鉄
道
管
理
事
務
所
の｣

を

｢

人
件
費
及
び｣

に
改
め
る
。
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第
六
条
及
び
第
七
条
第
一
項
中

｢

鉄
道
管
理
事
務
所
長
を
経
由
し
て｣

を
削
る
。

附
則
第
三
項
中

｢

東
京
都
と
青
森
市｣

を

｢

青
森
市
と
北
海
道
札
幌
市｣

に
、

｢

八
戸
市
と
青
森

市｣
を

｢

青
森
市
と
北
海
道
北
斗
市｣

に
、

｢

前
日｣

を

｢

属
す
る
年
度
の
末
日｣

に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中

｢

見
込
ま
れ
る｣

の
下
に

｢

減
免
す
る
使
用
料
の
額
の
算
定
に
当
た
り
除
く
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
収
益
及
び
費
用
の
額
が
な
い
も
の
と
し
て
計
算
し
た
場
合
に
お
け

る｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
号

庁

中

一

般

鉄
道
管
理
事
務
所

青
森
県
鉄
道
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
鉄
道
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
鉄
道
施
設
の
管
理
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
四
年
十
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を

｢
(

実
施
基
準
の
遵
守
等)

｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

実
施
基
準
並
び

に｣

を

｢

実
施
基
準
及
び｣

に
、

｢

及
び
運
転
取
扱
実
施
基
準
細
則

(

以
下

｢

実
施
基
準
等｣

を

｢
(

以
下

｢

運
転
取
扱
実
施
基
準｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

及
び
実
施
基
準
等｣

を

｢

並
び
に

前
条
の
実
施
基
準
及
び
運
転
取
扱
実
施
基
準｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

青
森
県
鉄
道
管
理
事
務
所
の
所
長

(

以
下

｢

鉄
道
管
理
事
務
所
長｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

並
行
在
来
線
対
策
室
長｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中

｢

鉄
道
管
理
事
務
所
長｣

を

｢

並
行
在
来
線
対
策
室
長｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
十
四
号

次
の
医
療
機
関
の
開
設
者
か
ら
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
同
医
療
機
関
は
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
診
療
所
で
な
く
な
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

中
村
胃
腸
科
外
科
医
院

青
森
市
長
島
三
丁
目
一
二
の
一
二
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青
森
県
告
示
第
八
百
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
八
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
か
ら
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�������	
� �� 第3323号�

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ア

イ
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ

上
北
郡
東
北
町
旭

南
三
丁
目
二
九
六

の
二
の
一
〇
〇
号

室

訪
問
介
護

ケ
ア
サ
ポ
ー

ト
Ｏ
Ｎ
Ｅ

上
北
郡
東
北
町
旭

南
三
丁
目
二
九
六

の
二
の
一
〇
〇
号

室

平
成

��

･

��･

��

株
式
会
社
エ

ヌ
エ
ー
オ
ー

青
森
市
大
字
三
本

木
字
川
崎
二
五
六

の
四
一

訪
問
入
浴

介
護

訪
問
入
浴
サ

ー
ビ
ス
青
い

鳥

青
森
市
大
字
滝
沢

字
下
川
原
二
三
五

��

･

��･

��

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

株
式
会
社

フ
ィ
ー
ル

・
ラ
イ
フ

南
津
軽
郡
藤

崎
町
大
字
藤

崎
字
西
村
井

三
二
の
一

訪
問
介
護

訪
問
介
護

セ
ン
タ
ー

｢

フ
ィ
ー

ル
・
ラ
イ

フ｣

黒
石

ア
ネ
ッ
ク

ス

黒
石
市
富
田

一
三
八

平
成

��

･

��･

�
平
成

��

･

��･

�

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

医
療
法
人
高

人
会

八
戸
市
大
字
大

久
保
字
西
ノ
平

二
五
の
七
二

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
い

ち
ょ
う

八
戸
市
大
字
大

久
保
字
西
ノ
平

二
五
の
七
二

平
成

��･

��･

��

平
成

��･

��･

��

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の

開

設

者

介
護
療
養
型
医
療
施
設

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
又
は

住
所

名

称

所

在

地

辞
退
の

届

出

年
月
日

辞

退

年
月
日

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

弘
前
市
大
字
田

町
五
丁
目
二
の

二

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

津
軽
医
院

青
森
市
浪
岡
大

字
浪
岡
字
浅
井

二
〇
五

平
成

��･

�･

��

平
成

��･

��･

��

� �
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青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
二
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
し
た
青
森
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り

清
算
人
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

東
青
地
域
県
民
局
長

小
田
桐

文

彦
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ア

イ
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ

上
北
郡
東
北
町
旭

南
三
丁
目
二
九
六

の
二
の
一
〇
〇
号

室

介
護
予
防

訪
問
介
護

ケ
ア
サ
ポ
ー

ト
Ｏ
Ｎ
Ｅ

上
北
郡
東
北
町
旭

南
三
丁
目
二
九
六

の
二
の
一
〇
〇
号

室

平
成

��

･

��･

��

株
式
会
社
エ

ヌ
エ
ー
オ
ー

青
森
市
大
字
三
本

木
字
川
崎
二
五
六

の
四
一

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

訪
問
入
浴
サ

ー
ビ
ス
青
い

鳥

青
森
市
大
字
滝
沢

字
下
川
原
二
三
五

��

･

��･

��

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
カ
エ
薬
局
三
条

ヘ
ル
シ
ー
ク
ラ
ブ

三
沢
薬
局

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
鴨
ヶ
池
一
六
の
一

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
六
四
の
一
三
九

平
成
��･

��･

�

〃

勤

務

す

る

病

院

等

氏

名

名

称

所

在

地

診
療
科
目

指

定

年
月
日

横
井

由
美
子

弘
前
大
学
医
学

部
附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町
五

三

眼
科(

視
覚
障
害)

平
成

��･

��･

�

田
中

直

弘
前
大
学
医
学

部
附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町
五

三

整
形
外
科

(

肢
体

不
自
由)

〃

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

川
村

輝
美

長
崎

敏
昭

手
塚

憲
一

工
藤

武
一

木
村

誠
蔵

青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
芦
谷
一
六
一

〃

大
字
大
野
字
若
宮
五
六
の
一

〃

大
字
浪
館
字
平
岡
一
三
三

〃

大
字
大
野
字
若
宮
三
八

〃

大
字
荒
川
字
筒
井
二
六
二
の
二

平
成
��･

��･

��

〃〃〃〃

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


